
各課からのお知らせ

3小城市報さくら

　
「
市
民
が
持
つ
力
～
市
民
力
を

考
え
る
～
あ
な
た
の
力
が
変
え
る

小
城
市
の
将
来
」
を
共
通
テ
ー
マ

と
し
て
下
記
の
内
容
で
開
催
し
ま

す
。

◆
開
催
時
間　
　

時
～　

時

１９

２１

◆
会
場　

牛
津
赤
れ
ん
が
館

　
　
　
　
（
牛
津
町
）

◆
対
象
者

　

市
内
外
問
わ
ず
、
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
。

◆
定
員　
　

人
（
申
込
順
）

５０

◆
受
講
料　

無
料

（
資
料
代
と
し
て
全
５
回
で
５

０
０
円
）
※
１
回
の
参
加
で
も

５
０
０
円
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
申
込
方
法

　

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
等

　

申
込
用
紙
は
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

【
問
合
せ
】
企
画
課　

　

市
民
協
働
推
進
係（
牛
津
庁
舎
）

　

担
当　

森
永
・
熊
谷

　

☎　

−

８
８
０
３

６３

　

胃　

−

８
８
０
８

６３

　

E-mail
kikaku@city.ogi.lg.j
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国
民
年
金
保
険
料「
追
納
」

を
お
す
す
め
し
ま
す　
　

　

国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、

保
険
料
免
除
、
若
年
者
納
付
猶
予
、

学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期

間
は
、
保
険
料
を
納
め
た
場
合
よ

り
も
老
齢
基
礎
年
金
の
受
け
取
り

額
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
生
活
に
ゆ
と
り
が
で

き
た
時
は
、
当
時
の
保
険
料
を　
１０

年
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る

こ
と
が
で
き
る
「
追
納
」
を
お
勧

め
し
ま
す
。
追
納
す
る
こ
と
に
よ

り
、
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
と

同
じ
年
金
額
で
老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
３
年
度
目
以
降
の
分

を
追
納
す
る
時
は
、
当
時
の
保
険

料
に
加
算
額
が
つ
き
ま
す
。

　

平
成　

年
度
に
追
納
す
る
加
算

２２

額
も
含
め
た
追
納
額
は
、
次
の
よ

う
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

追
納
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

申
請
が
必
要
で
す
。

◆
申
請
場
所　

各
庁
舎
総
合
窓
口

　

又
は
国
保
年
金
課（
小
城
庁
舎
）

◆
必
要
な
も
の　

印
鑑

【
佐
賀
大
学
で
学
ぼ
う　

小
城
市
】　　
　
　
　

in

　
　

佐
賀
大
学
公
開
講
座
を
開
催

【問合せ】国保年金課（小城庁舎）担当　古川・岩本　☎７３－８８０２

追納額免除・学生納付特例等の適用を受
けた月の属する年度追納額免除・学生納付特例等の適用を受

けた月の属する年度
１４，１８０円平成１６年度１５，７７０円平成１２年度
１４，２２０円平成１７年度１５，１８０円平成１３年度
１４，２６０円平成１８年度１４，５９０円平成１４年度
１４，３００円平成１９年度１４，３６０円平成１５年度

追納額４分の３免除を受けた年度追納額４分の３免除を受けた年度
１０，７２０円平成１９年度１０，６９０円平成１８年度

追納額半額免除を受けた年度追納額半額免除を受けた年度
７，１１０円平成１７年度７，３００円平成１４年度
７，１３０円平成１８年度７，１８０円平成１５年度
７，１５０円平成１９年度７，０９０円平成１６年度

追納額４分の１免除を受けた場合追納額４分の１免除を受けた場合
３，５７０円平成１９年度３，５６０円平成１８年度

講師演題名開催日
経済学部教授　　　長　　安六氏地域資源を生かしたまちづくり１０月１３日（水）１
経済学部准教授　　井上　亜紀氏住民自治とは１０月２０日（水）２
文化教育学部教授　田中　豊治氏小城市市民協働協議会（仮称）の創設１０月２７日（水）３
経済学部教授　　　中西　　一氏役所の仕事を評価する１１月１０日（水）４

文化教育学部教授　田中　豊治氏まちづくりワークショップ体験学習
市民による政策提案書の作成１１月１７日（水）５

※５回終了後、番外編としてフィールドワーク（現地調査）も開催します。


